
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                

 

 
１ 処分日 
 

  平成１６年１１月３０日（火） 
 
 
２ 被処分者 
 

  (1) 所属部局       生活環境部 

 

  (2) 本庁・現地機関の別  現地機関 

 

  (3) 職位         主任企画員 

 

  (4) 年齢         ５３歳 

 

 

３ 処分内容等 
 

  (1) 処分内容    減給１０分の１ １月 

 

  (2) 処分理由    高等学校事務長として在職していた当時、職員を管理監督する立場

にありながら、勤務時間中に職場のパソコンを職務目的外に使用し、

また、単身赴任の実態がないにもかかわらず単身赴任届を提出し、不

適正に単身赴任手当、住居手当等を受給していた。 

 

 

 
 

 
 

経営戦略局人事活性化チーム 

担当：田中利明・樋口 実・春原秋夫 

電話： 026-232-0111（内線 2033） 

FAX： 026-235-7395 

E-mail：jinji@pref.nagano.jp 

長野県（経営戦略局）プレスリリース 平成 16 年（2004 年）11 月 30 日

パソコンの職務目的外使用及び手当の不適正受給をした

知事部局職員１名を本日処分しました 


